
新しく被扶養者申請時に必要な添付証明書類

☆住民票原本(世帯主・続柄・個人番号記載) 日本高周波鋼業健康保険組合

☆対象者の方の「現在の状況」にあてはまる項目の●印の証明書類のすべて

【申請時添付書類一覧】

被保険者
との続柄

　●住民票（世帯主・続柄・個人番号記載）原本を提出

病気療養中・病気等で働けない方 　●所得証明書　　　●医師の「診断書」（ｺﾋﾟｰ可）　　　●被扶養者状況届

身体障害者の方 　●所得証明書　　　●障害年金等もらっておられる方は年金額のわかる書類（ｺﾋﾟｰ）     ●身体障害者手帳のｺﾋﾟｰ　　　●被扶養者状況届

 (1) 以前から無職・無収入の方 　●所得証明書　または 　非課税証明書(収入のない配偶者のみ）　●被扶養者状況届

現在収入 （2）退職された方 　●退職日の記載のある書類または退職証明書（源泉徴収票・雇用保険受給資格者証ｺﾋﾟｰなど） ●被扶養者状況届

のない方 　　　　・雇用保険受給資格者証 ( ｺﾋﾟｰ )・・・終了記載あるもの。

　　　　・雇用保険受給期間延長通知書（ｺﾋﾟｰ）・・・延長期間の日付記入あるもの。　

 (3) 自営業等を廃業した方 　●所得証明書　　●廃業届 ( ｺﾋﾟｰ )  ●被扶養者状況届

 (1) 給与収入のある方　(ﾊﾟｰﾄ ･ ｱﾙﾊﾞｲﾄ等) 　●給与明細書 【直近３ｶ月分】 ( ｺﾋﾟｰ可）　　　●被扶養者状況届

現在収入  (2) 年金・恩給等のある方 　●直近の年金額改定通知書または年金額のわかるもの （ｺﾋﾟｰ）　　●被扶養者状況届

 のある方  (3) 不動産収入、利子配当金等のある方 　●確定申告書 ( ｺﾋﾟｰ )　　●被扶養者状況届

 (4) 自営業の方 　●所得証明書     ●確定申告書 ( ｺﾋﾟｰ )　　 ●収支内訳書または青色申告決算書（ｺﾋﾟｰ）　　●被扶養者状況届

 (5) その他の収入のある方 　●所得証明書     ●収入額のわかるもの 　　●被扶養者状況届

別居されている方

身体障害者の方 　●所得証明書　　 ●障害年金等もらっておられる方は年金額のわかる書類（ｺﾋﾟｰ）     ●身体障害者手帳のｺﾋﾟｰ　　　●被扶養者状況届

【注意事項】

● 年間収入の算定基準は向こう1年間の収入見込額で判断します。

130万円を超えないと判断される場合は被扶養者と認め、130万円を超える見込みだと判断される場合はその時点で被扶養者に認定できません。（60才以上の方・障害者の方は180万円）

また、被保険者の年収の1/2未満であることが条件です。

● 上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

● 「被扶養者状況届」は健保組合のHPよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。

　●所得証明書     ●被保険者からの仕送り額のわかるもの 【銀行振込控え３ｶ月分】（被保険者が単身赴任者の場合不要）　　　●被扶養者状況届
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子
高校生・大学・専門学校生等（予備校含む）

　●在学証明書
注）学生であっても収入のある方は、所得証明書 (源泉徴収票)と給与明細書【直近３ｶ月分】 ( ｺﾋﾟｰ可 ) を添付。


